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京都市における管理不全空き家への
適正指導の強化、迅速化について



京都市の空き家対策

平成２５年 ７月 「総合的な空き家対策の取組方針」策定
平成２６年 ４月 「京都市空き家等の活用，適正管理等に関する条例」施行

平成２８年 ７月 「京都市空き家等対策協議会」設置
平成２９年 ３月 「京都市空き家等対策計画」策定

平成３０年 ８月 「京都市空き家等対策協議会」開催

１１月～ 協議会部会開催（令和元年６月まで計４回開催）
令和 元年 ８月 「京都市空き家等対策協議会」開催

「空き家の更なる活用促進に向けた抜本的な空き家対策」
を取りまとめ

令和 ３年度～ 管理不全空き家への適正指導の強化、迅速化
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「空き家の発生」「活用・流通の促進」「適正な管理」「跡地の活用」といった

総合的な空き家対策を地域（市民），事業者，行政等が一体となって推進

放置されている空き家の活用を更に促進する抜本的な対策を構築するため，

協議会に部会を設置。

＜特徴＞緊急安全措置（即時執行），所有者調査に関する規定

管理不全判定基準の検討

※ 平成２７年５月 空家特措法が全面施行，同年１２月 条例改正

(1) 固定資産税の住宅用地特例の厳格化 ⇒ 令和２年度から実施

(2) 新税の創設及び課徴金の徴収 ⇒ (1)の状況等の踏まえ改めて議論

「セカンドハウス所有者等への適正な負担の在り方」を検討し，令和
４年２月市会に「非居住住宅利活用促進税条例」を可決。
総務大臣同意の手続き中。令和８年以降に徴収開始予定。



–総合的な空き家対策の取組について-

① 意識啓発，空き家化の予防

○様々な媒体を通じた意識啓発
○司法書士等と連携し，「空き家化の予防」をテーマとした説明会（おしかけ講座）の開催

② 活用・流通の促進
○総合的なコンサルティング体制の整備

「地域の空き家相談員」の設置，活用方法等のアドバイスを行う専門家の派遣
○活用・流通に向けた所有者への働きかけ

地域主体の空き家対策を支援する「地域連携型空き家対策促進事業」
重点取組地区における空き家所有者への空き家活用の直接的な働きかけ

○空き家活用促進制度の創設
改修助成制度（休止中）、京町家まちづくりクラウドファンディング

京都市の空き家対策の取組（総合的な空き家対策）

③ 管理不全空き家対策
○通報窓口を各区役所・支所に設置
○条例に基づく指導等の適正管理対策の実施

現地調査 ⇒ 所有者調査 ⇒ 助言・指導 ⇒ 勧告 ⇒ 命令 ⇒ 行政代執行

④ 密集市街地・細街路対策との連携 （跡地の活用等）

○密集市街地において，跡地を地域の防災性向上に役立てる場合の支援制度の創設
○細街路での建替えを可能とする新たな道路指定制度の活用

空き家を地域コミュニティの有用な資源と捉え，空き家の活用・流通の促進を盛り込んだ空き家条例を，
空家特措法に先駆け平成26年に制定し，地域の実情に合わせ，法では対応できない長屋の一部の空き
住戸も対象とした。また，地域や事業者，専門家など多様な主体との連携のもと，「空き家の発生の予防
」，「活用・流通の促進」，「適正な管理」など総合的な取組を進めている。

3



○市民からの通報等を受けた空き家の件数 ： 3,727件（令和2年度末）

・管理不全の解消などの対応を要する件数 ： 3,109件

・本市による指導等を受け解決した件数 ： 1,793件（解決率57.7％）

（解決率は，平成２７年度末と比較して31.0ポイント向上）

○台風や地震などの自然災害が発生すると通報件数が激増

・Ｈ３０年度は，台風や地震により７月～１０月の通報件数は，Ｈ２９年度の通報件数を上

回る４６８件の通報を受理。

・指導の迅速化，解決率向上を図る取組⇒職員は指導業務に専念できる体制の構築

＊通報受理後の現地調査の委託

＊所有者調査の委託数の増加

（参考）所有者調査に難航するケースが多い。

理由：登記簿が更新されていない。

相続人等が京都市外の場合住民票等の請求に時間がかかる。

○軽微措置，緊急安全措置，代執行

・軽微措置，緊急安全措置

周辺地域に危険を及ぼしかねない空き家について，注意の貼り紙やコーンの設置，さら

には外壁の落下防止等を実施（令和2年度末 緊急安全措置22件，軽微措置305件）

・代執行

管理不全空き家に対する代執行は，これまでに4件実施。

（平成27年4月，平成29年1月，令和2年2月，令和3年2月）

-京都市の体制-–空き家の発生予防-–総合的な空き家対策の取組について-管理不全空き家対策 ※令和２年度末時点
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特定空家等
（2条2項）

助言・指導
（14条1項）

命令
（14条3項）

行政代執行
（14条9項）

＜参考＞これまでの指導の流れ（～令和２年度）

住宅用地特例の適用対象除外 5

管理不全空き家への適正指導の強化、迅速化 指導の流れ

４回程度指導したのちに勧告

■ 指導の流れ（令和３年度以降）

特定空家等
（2条2項） 勧告予告

命 令
事前通知

命令
（14条3項）

行政代執行
（14条9項）

住宅用地特例の適用対象除外

※別途
判断

勧告
（14条2項）

勧告
（14条2項）

過料事件
通 知

※指導の流れのイメージは空家特措法の場合

④

① ②

③

①～④
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管理不全空き家への適正指導の強化、迅速化 件数推移

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 合計

勧告
( )法

５
(0)

１０
(5)

３６
(25)

１４
(9)

－ ４
(3)

５
(4)

１０８
(83)

１８２
(129)

命令
( )法

－ １ ２
(2)

－ － － １１
(6)

１４
(8)

過料
事件通知

－ － ー １ １ ー ー ２ ４

過料
処分

ー ー ー ー ー ー ー ー
※１件告知
済み

－

＜参考＞
〇京都市空き家等の活用，適正管理等に関する条例（法の規定が適用されない特定空き家等に対する措置）
（過料）
第３３条 次の各号のいずれかに該当する者は，５０，０００円以下の過料に処する。
(1) 第１６条において準用する法第１４条第３項又はこの条例第１７条第１項の規定による命令に違反した者

■ 勧告、命令等の件数の推移
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管理不全空き家への適正指導の強化、迅速化 取組の成果

■ 取組の成果 ※令和３年度末時点

通報を受けた管理不全空き家（約１，３００件）のうち
所有者が判明し、危険性が高いもの １８５件 を選定

⇒令和３年度、令和４年度の２年間で、改善されない全件に、命令を発出する計画

＜令和３年度末時点＞ ※２年間のうちの１年目終了時点での成果

・解決 １０２件 ← 勧告１０８件、命令１１件（命令事前通知１６件）を発出
※うち行政代執行は１件（令和４年度に実施）

・命令違反 ８件 → （空家特措法） ４件
地方裁判所に過料（５０万円以下）事件として通知

→ （空き家条例） ４件
過料（５万円）を徴収

※対象件数、勧告件数等には、京都市の空き家条例の対象となる長屋の一部空き住戸を含む。


